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平成１８年（行コ）第１０１号 不当労働行為棄却命令取消請求控訴事件

（原審・京都地方裁判所 平成１７年（行ウ）第１９号）

口頭弁論終結日 平成１８年１２月８日

判 決

控 訴 人 （ 原 審 原 告 ） １X
被控訴人（原審被告） 京都府

同代表者兼処分行政庁 京都府労働委員会

被控訴人（原審参加人） 京都市

主 文

１ 本件控訴を棄却する。

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第１ 当事者の求める裁判

１ 控訴人

( ) 原判決を取り消す。1
( ) 京都府労働委員会が京労委平成１６年（不）第２号京都市不当労働行為救済申立2

再開事件について平成１７年７月２９日付でした棄却命令を取り消す。

( ) 訴訟費用は第１，２審とも被控訴人らの負担とする。3
２ 被控訴人ら

主文同旨

第２ 事案の概要

１ 事案の概要

( ) 控訴人は，京都市交通局施設部車両課において主事として勤務し，同交通局の職1
員により組織される京都交通労働組合の組合員でありかつ同組合技術部電整支部支

部長であったが，平成１１年４月１日付けで，その意に反して自動車部洛西営業所

庶務係長に昇任させられた。

， （ 「 」） ，控訴人は 京都府労働委員会 当時の名称は 京都府地方労働委員会 に対し

上記異動は労働組合法７条３号に規定されている支配介入に基づく不当労働行為に

， （ ） ，当たると主張して 被控訴人 原審参加人 を被申立人として救済の申立をしたが

平成１７年７月２９日，京都府労働委員会は同救済申立を棄却する旨命令した。

本件は，控訴人が，上記命令には事実誤認及び法律判断を誤った違法があると主

張してその取消しを求める事案である （以下，京都市交通局を「交通局 ，京都。 」

交通労働組合を「本件組合 ，上記異動を「本件異動 ，上記救済申立に対する棄」 」

却命令を「本件命令」という ）。

( ) 原審は，本件異動は，控訴人の本件組合における組合員資格を喪失させるもので2
はあるが，本件異動のような係長昇任の人事異動が直ちに組合活動に対する侵害と

なるのではなく，支配介入の成否は，当該人事異動の組合活動に対する影響及び人
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事異動にかかる業務上の必要性の有無等をも総合的に判断して決する必要があると

した。そのうえで，①控訴人は，本件組合や同組合の少数派であるめざす会の組織

運営に直接関与する地位にはなかったこと，本件異動後も本件組合の活動やめざす

会の勢力に影響はなかったこと，交通局と本件組合の間に敵対的関係が続いていた

のではなかったことなどから，本件異動が組合活動に与えた影響が大きかったとは

いえない，また，②控訴人は，対人折衝能力が評価されて相当の能力を要する業務

に従事するようになったこと，交通局は，本件異動前から組織の活性化のため，現

業職員を事務管理職に積極的に登用する方針を採用していたこと，控訴人と同期入

局者の約半数が本件異動時には係長級に昇任したことなどから，本件異動に業務上

の必要性があったことを否定することはできないとして，③以上等を総合して，本

件異動を支配介入と評価することはできないと判断し，控訴人の請求を棄却した。

( ) 控訴人は，原判決を不服として控訴した。3
２ 争いのない事実，争点及びこれに関する当事者の主張は，原判決「事実及び理由」

中の「第２ 事案の概要」のうち「２ 争いのない事実」及び「３ 争点及びこれに

関する当事者の主張」に摘示されているとおりであるから，これらを引用する。

第３ 当裁判所の判断

１ 判断の骨子

当裁判所も，上記第２の１( )に示した原審の理由の要旨と同様の理由により，本2
件異動は交通局による支配介入に基づく不当労働行為には当たらないから，控訴人の

救済申立を棄却した本件命令は相当であり，その取消を求める本件請求は理由がなく

棄却すべきであると判断する。

その理由の詳細は，次のとおり補正し，控訴人の補充主張に対する判断を付加する

ほかは，原判決「事実及び理由」中の「第３ 争点に対する判断」に説示されている

ところと同じであるからこれを引用する。控訴人が原判決の事実認定について種々述

べる点も，結局，上記認定判断を左右するに至らない。

( ) 原判決９頁１２行目の「全国部落解放京都市協議会副議長」を「全国部落解放運1
動京都市協議会副議長」に訂正する。

( ) 同１２頁１８行目の「総括主事」を「統括主事」に訂正する。2
２ 控訴人の補充主張に対する判断

( ) 支配介入に関する判断基準について1
控訴人は，支配介入が労働組合ではなく労働者にとっての団結権の保護と捉える

場合，本件のように，組合ないし組合員の意思ないし決定によることなく控訴人の

本件組合における組合員資格を喪失させ，また，組合支部長の地位を剥奪するとい

う行為は，そもそも支配介入に当たると解すべきであるなどと主張している。

しかしながら，仮に，労働者個人の団結権及び団体行動権の保護の観点から支配

， ，介入に当たるか否かを判断するとしても 配転や昇任は人事権行使の一態樣として

使用者の裁量に基づいて行われるものであり，これよりも労働者個人の団結権及び

団体行動権の保護が当然に優先されるべきものとまでは解されないから，当該昇任

が結果的に組合員資格を喪失させるような場合であっても，そのことからこのよう

な昇任を伴う異動が直ちに支配介入に当たるとはいえない。控訴人は自らの生き方
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として労働組合員として退職したいなどと強調するが，そのような主観的な組合帰

属の願望を直接保護することが支配介入の問題となるのではない。支配介入に当た

るか否かの判断は，原判決の理由説示を引用して示したとおり，当該人事異動につ

いて，具体的人選の合理性，組合活動に対する影響及び業務上の必要性の有無等の

諸般の事情をも総合考慮して判断するのが相当である。

したがって，控訴人の上記主張は採用できない。

( ) 本件異動の組合活動に対する影響等について2
控訴人は，控訴人の組合活動に対する影響に関しては，本件組合の本部や主流派

との関係ではなく，めざす会との関係が問題とされるべきであるなどと主張してい

る。

なるほど，労働組合内の一部の集団に対する支配介入であってもそれにより不当

， ， ， ，労働行為が成立する場合があるとは考えられるし また 控訴人は 本件異動当時

めざす会所属のただひとりの支部長であり，本件組合内においても，相当の発言力

ないし影響力をもっていたといえる。

しかしながら，原判決の理由説示を引用して示したとおり，控訴人は発言力ない

し影響力こそ相当程度あったものの，それは，組合活動家としてというよりは，む

しろ組合運動外の活動やその人柄によるもので，また，めざす会の組合活動という

観点から見ても，控訴人は，めさす会の執行部を構成する代表役員という地位にあ

ったのではなく，会の運営に直接携わっていたのではないし，本件異動が，本件組

合内におけるめざす会の勢力に影響を与えてその勢力が減少したというのでもな

い。

また，交通局の人事担当者が本件組合の役員選挙前に，主流派である育てる会の

， ，選挙に向けたレセプションに出席したことをもって 交通局が育てる会に肩入れし

めざす会を敵対視しているとまでは認められず，その他にこれを認めるに足る適切

な証拠もない。

更に，本件異動当時，本件組合の組合員約２２００人から２３００人のうち，主

流派の育てる会の会員約２５０人に対して，めざす会の会員は約２００人であった

が，めざす会から組合の三役等役員が選出されたことはなく，組合の各支部におい

て選出される中央委員もめざす会は４０人中４人にとどまっていたのであるから，

交通局が，めざす会の勢力拡大等を懸念し，合理化計画であるプログラム２１を円

滑に推進するために，控訴人を活動から排除してめざす会を弱体化する必要があっ

たなどとは到底考えられない。

したがって，本件異動がめざす会の組合活動に与える影響が大きかったとか，交

通局がめざす会の弱体化を図って本件異動を画策したなどとはいえず，これに反す

る控訴人の補充主張は採用できない。

( ) 本件異動の業務上の必要性について3
控訴人は，控訴人の昇任は，試験採用者等を除いた５０人中，主任を経ていない

者としては２人，鉄道部門からバス部門への他部門の異動では１人にすぎず異例さ

が際だっており，また，人選は当該部局からではなく 次長の意向にもとづくもY1
のであり，直接の上司からの意向打診はないなど，通常とは異なる不自然なもので
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あるなどと主張している。

しかしながら，原判決の理由説示を引用して示したとおり，控訴人の昇任は，京

都市職員任用規則に従ったものであって手続に問題はないし，控訴人の対人折衝能

力が評価されてこれを活かす職場に配転されたのである。また，本件異動により，

控訴人と同期の在職者（昭和３７年養成工）のうち半数が係長以上となったが，人

事異動のあり方としては何ら不自然ないし不合理ではなく，控訴入が上記のように

一定の評価を受けていたことや，現実にその能力を発揮していたことなどからすれ

ば，本件異動に交通局の業務上の必要性があったといえる。更に，控訴人は，その

活動歴からすれば昇任を容易に受け入れるとは思われないことや通常とは異なる昇

任であったことなどから，控訴人と長期間親しくしてきた や が，直接控訴Y2 Y1
人を説得したとしても不合理ないし不自然であるとはいえないし，不当労働行為意

思を推認させるものとも断じ得ない。

また，控訴人が，平成１５年４月１日，社団法人京都市交通局協力会に派遣され

たのは，原判決の認定事実（第３の１( )）を引用して示したとおり，控訴人の前7
任者が病気治療のために入院することを理由として異動を希望していたところ，対

人折衝能力等の観点から控訴人が適任であると判断されて後任に選任されたのであ

り，左遷であるとは認め難い（原判決は上記のように認定しているのであるから，

単に，平成１５年の異動が本件異動から４年経過した後になされたというだけで，

平成１５年の異動との関係において，本件異動の業務上の必要性が否定されないと

判断しているのではない 。。）

したがって，本件異動については，業務上の必要性があったと認められるのであ

り，これに反する控訴人の補充主張は理由がない。その他控訴人が原判決について

種々主張する点も本件の上記結論を左右するに足りない。

， ， ，３ したがって 原判決は相当であって 本件控訴は理由がないから棄却することとし

主文のとおり判決する。

大阪高等裁判所第４民事部


